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年
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竹
島
お
よ
び
北
方
領
土
に
関
す
る
質
問
主
意
書

竹
島
お
よ
び
北
方
領
土
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

平
成
二
十
九
年
三
月
公
示
の
『
新
学
習
指
導
要
領
』
で
は
「
竹
島
や
北
方
領
土
が
我
が
国
の
固
有
の
領
土
で
あ
る
こ
と
な

ど
、
我
が
国
の
領
域
を
め
ぐ
る
問
題
も
取
り
上
げ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
固
有
の
領
土
と
は
、
歴
史

的
事
実
に
照
ら
し
て
も
、
か
つ
国
際
法
上
も
一
度
も
他
国
の
領
土
と
な
っ
た
こ
と
が
な
い
、
と
解
す
る
が
如
何
か
。

二

竹
島
は
日
本
固
有
の
領
土
で
あ
り
、
韓
国
に
よ
る
竹
島
の
占
拠
は
、
国
際
法
上
何
ら
根
拠
が
な
い
ま
ま
行
わ
れ
て
い
る
不

法
占
拠
で
あ
る
と
の
認
識
に
変
わ
り
は
な
い
か
。

三

択
捉
島
、
国
後
島
、
色
丹
島
お
よ
び
歯
舞
群
島
か
ら
な
る
北
方
四
島
は
、
日
本
固
有
の
領
土
で
あ
り
、
ソ
連
・
ロ
シ
ア
に

よ
る
北
方
四
島
の
占
拠
は
、
国
際
法
上
何
ら
根
拠
が
な
い
ま
ま
行
わ
れ
て
い
る
不
法
占
拠
で
あ
る
と
の
認
識
に
変
わ
り
は
な

い
か
。

四

政
府
が
「
北
方
領
土
の
日
」
を
制
定
し
て
い
る
の
と
同
様
、
「
竹
島
の
日
」
を
制
定
す
る
考
え
は
な
い
か
。

五

�

韓
国
は
竹
島
の
占
拠
を
正
当
化
す
る
た
め
、
日
本
海
呼
称
問
題
を
国
際
社
会
に
提
起
し
、
戦
略
的
に
「
東
海
」
へ
の

改
称
や
、
近
年
は
併
記
を
訴
え
続
け
て
い
る
。
先
月
、
日
本
海
の
単
独
呼
称
が
国
際
的
に
認
知
さ
れ
て
い
る
根
拠
の
ひ

一



と
つ
で
あ
る
国
際
水
路
機
関
（
Ｉ
Ｈ
Ｏ
）
の
指
針
に
つ
い
て
、
同
機
関
が
、
改
訂
を
望
む
韓
国
と
の
協
議
を
日
本
に
要

求
し
て
い
る
と
の
報
道
が
あ
っ
た
が
、
事
実
か
。

�

我
が
国
も
日
本
海
呼
称
問
題
に
関
す
る
予
算
を
大
幅
に
増
額
し
、
戦
略
的
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
如
何
か
。

六

竹
島
問
題
は
、
平
成
十
一
年
に
発
効
し
た
新
日
韓
漁
業
協
定
で
設
定
さ
れ
た
暫
定
水
域
と
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
近

年
、
日
本
漁
船
は
竹
島
周
辺
海
域
で
の
安
全
操
業
だ
け
で
な
く
、
操
業
漁
場
の
確
保
す
ら
で
き
な
い
状
況
下
に
あ
る
。
政
府

は
日
韓
漁
業
協
定
の
改
正
を
要
求
す
べ
き
と
考
え
る
が
如
何
か
。

七

本
年
一
月
八
日
、
北
朝
鮮
の
木
造
船
が
隠
岐
の
島
町
に
漂
着
し
、
男
性
四
人
が
上
陸
す
る
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
。
島
民

は
現
実
的
な
脅
威
を
感
じ
、
海
上
保
安
庁
の
巡
視
船
の
大
型
化
等
、
冬
場
の
領
海
警
備
拡
充
を
強
く
求
め
て
い
る
が
、
予
算

の
拡
充
等
、
対
策
を
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


